
 

船舶事故等調査報告書 

                            平成２４年１２月２０日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

事故等番号 ２０１１仙第７７号 

事故等種類 衝突 

発生日時 平成２３年１２月７日 １５時２５分ごろ 

発生場所 青森県八戸市八戸港北北東方沖  

八戸市所在の鮫
さめ

角
かど

灯台から真方位０２０°１８.７海里付近 

（概位 北緯４０°５０′ 東経１４１°４３′） 

事故等調査の経過 平成２３年１２月１２日、本事故の調査を担当する主管調査官（仙

台事務所）を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 

Ａ 貨物船 啓
けい

洋
よう

丸、４９８トン 

１４０８０６、独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構

及び啓洋海運株式会社 

Ｂ 漁船 第三十五興
こう

富
ふく

丸、１４３トン 

１２９６９５、有限会社興富丸漁業 

 乗組員等に関する情報 Ａ 航海士Ａ（二等航海士）、三級海技士（航海） 

Ｂ 船長Ｂ、五級海技士（航海） 

漁ろう長Ｂ、海技免許なし（甲板部航海当直部員の認証受有） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 上甲板右舷側ハンドレールに曲損、ハッチカバー右舷側に凹損 

Ｂ 左舷船首部外板に凹損 

 事故等の経過 Ａ船は、船長Ａ及び航海士Ａほか３人が乗り組み、青森県東通村尻

屋岬港に向けて約１１ノット（kn）の速力（対地速力、以下同じ｡）

で北北西進中、航海士Ａが、単独で船橋当直に就き、右舷前方にＢ船

を認めたものの、針路及び速力を保持して航行を続け、Ｂ船が接近し

たので、汽笛を鳴らして機関を停止し、左舵を取ったが、平成２３年

１２月７日１５時２５分ごろ、八戸港北北東方沖において、Ａ船の右

舷中央部とＢ船の左舷船首部とが衝突した。 

Ｂ船は、船長Ｂ及び漁ろう長Ｂほか１１人が乗り組み、引き綱の先

端に付けた浮標を船尾から投入し、引き綱を伸ばしながら約１１knの

速力で八戸港北北東方沖を自動操舵により西進した。 

船長Ｂは、第二甲板でＢ船乗組員と共に漁獲物の仕分け作業を行っ

ていた。 

漁ろう長Ｂは、単独で船橋当直に就き、レーダー及び目視による見

張りを行い、左舷船首方にＡ船を初認し、Ｂ船がＡ船に接近するのを

認めたが、船長Ｂに報告しなかった。 

漁ろう長Ｂは、針路及び速力を保持して航行していたが、Ａ船がＢ



 

船を避けると思っていたものの、Ａ船との距離が約３００ｍになって

もＡ船がＢ船を避けようとしないので、機関を停止し、次いで後進と

したが、衝突した。 

 気象・海象 気象：天気 曇り、風向 西、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏 

分析 

 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ あり 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船は、八戸港北北東方沖を北北西進中、航海士Ａが、右舷前方か

ら接近するＢ船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行したこ

とから、Ｂ船と衝突したものと考えられる。 

Ｂ船は、八戸港北北東方沖を西進中、漁ろう長Ｂが、左舷前方から

接近するＡ船を認めたものの、船長Ｂに報告せず、Ａ船がＢ船を避け

るものと思い、針路及び速力を保持して航行したことから、Ａ船と衝

突したものと考えられる。 

原因 本事故は、八戸港北北東方沖において、Ａ船が北北西進中、Ｂ船が

西進中、航海士Ａが、右舷前方から接近するＢ船を認めたものの、針

路及び速力を保持して航行し、また、漁ろう長Ｂが、左舷前方から接

近するＡ船を認めたものの、針路及び速力を保持して航行したため、

両船が衝突したことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・衝突する虞がある態勢で両船が接近するときには、避航船はでき

る限り早期に、かつ、大幅に避航動作をとること、また、保持船

は避航船の動作のみでは衝突を避けることができないと認める場

合は、衝突を避けるための最善の協力動作をとること。 

 




